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県の基準 町基準 関連条例等 問合せ先

地域にあわせた行政基準を知っていますか？
　町では、環境を守り、住みよい地域をつくるために、県より厳しい基準を設け、町への届
出・許可が必要となる制度があります。県の基準しか知らずに手続きを進めてしまうと手続
きの途中でつまづいてしまうこともありますので、少しでも不安があれば事前に担当までお
問い合わせください。
　県より厳しい基準を設けている行政ルールは以下のとおりです。

※このほか、各行政機関に届出・許可が必要となる場合があります。

みなさまへ
「県の基準は知っていたが、町の基準は知らなかった」という事例が増えています。
開発や施設設置を検討される際は、まず町への相談・届出をお願いします。
地域の環境を守り、安心して暮らせるまちづくりにご協力ください。

3,000㎡以上
の土地開発で
許可が必要

10kW以上の
施設で県条例
における「特
定区域」は県
の許可が必要

県の指定する
「水資源保全
地域」の土地
取引で事前に
届出が必要

佐久穂町環境保全
条例・同施行規則
・環境保全基準

佐久穂町太陽光発
電施設の設置及び
維持管理に関する
条例・同施行規則

佐久穂町環境保全
条例・同施行規則
・環境保全基準

佐久穂町地下水保
全条例・同施行規
則

住民税務課
生活環境係
☎0267-86-2552

住民税務課
生活環境係
☎0267-86-2552

住民税務課
生活環境係
☎0267-86-2552

1,000㎡以上の宅地造成・別荘地分譲・
土地の区画や形質の変更などで許可が必
要（継続的・計画的に総計が1,000㎡を
超える場合も対象）
※建築物やゴルフ場、道路、太陽光発電
　設備など別の基準が設けられているも
　のもあります。

10kW以上は町の許可も必要
隣接土地所有者、近隣住民３分の２以上、
区の代表者、河川等管理者の同意も要件
となります。

地下水採取の規模に応じて許可申請が必
要　
・100㎥未満／日
　→井戸の深さ、河川等との距離、使用
　　用途などを基に審査
・100㎥以上～500㎥未満／日
　→上記要件と追加で事前協議や周辺調
　　査などが必要
・500㎥以上／日
　→町の発展や環境保全への配慮が求め
　　られ、町審議会で審査
※家庭用や農業用は町長が許可できる場
　合もあります。

大
規
模
開
発
行
為

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置

地
下
水
の
採
取
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水と暮らしの
フィールド

千曲川フィールド

中
部
横
断
道

愛宕公園
道の駅

八千穂高原IC

むかし
たんけん館

八千穂駅

大石川フィールド

来る人 住む人 みんなが「いいね」を感じる八千穂のかわまちづくり

「八千穂地区かわまちづくり計画」について
　令和４年８月、「八千穂地区かわまちづくり計画」が、国土交通省が所管する「かわまちづくり※」支援制度
に基づく計画として登録されました。
　その後、令和５年度には「かわまちづくり推進協議会（協議委員長　小林一吉）」が発足。さらに、計画を
具体的に進めるために、３つの作業部会を立ち上げ話し合いを続けています。作業部会では地元区の代表の方
や、事業者の方が中心となり検討を進めています。

　かわまちづくりの計画対象区域は、道の駅周辺だけに限らず、古い街並みや美術館があり、水との暮らしも
感じさせる八千穂駅周辺までの範囲となっています。
　現在、計画書をベースにそれぞれの作業部会で、計画をよりよいものとして具体化できるよう議論しています。
　町の各資源をつなぎ、佐久穂らしい「かわまちづくり」を目指していきます。

※ かわまちづくり とは
〝かわまちづくり〟とは、地域が
持つ「資源」や地域の創意に富ん
だ「知恵」を活かし、地域活性化
や観光振興などを目的に、市町村
や民間事業者、地域住民等と河川
管理者が各々の取組を連携するこ
とにより、「河川空間」と「まち
空間」が融合した良好な空間を形
成し、河川空間を活かして地域の
賑わい創出を目指す取組です。

つながり創出（散策・サイクリング等）
　ゾーン間をつなぐ動線の充実や連続性を確保し、道の駅等の交通結節点を
発着点としたサイクリングや散策の環境を充実。

賑わい・活力創造
　小海線沿線の古い町並み、酒蔵、食や地場産品を提供できる店舗等や、む
かしたんけん館等の施設を活かし、川、水の魅力や道の駅を通じて訪れた人
が満足できるサービスや賑わいを創出するフィールド。

発信・導入体験の提供
　道の駅に新たに生まれる情報発信やアウトドア分野をはじめとする地域振
興機能を活かし、川に育まれた佐久穂の魅力を伝えたり、川を活かしたアク
ティビティの導入体験の機会を提供するフィールド。

体験・ふれあい・交流の場
　千曲川の川辺でのいこいの場として整備された愛宕公園を拠点にし、広場
や河畔の広がりを活かして、より活動的で多様な遊び・学びを実践できるフ
ィールド。

大石川フィールド
道の駅～千曲川・大石川
合流点ゾーン
　拠点施設：道の駅

大石川フィールド
道の駅～千曲川・大石川
合流点ゾーン
　拠点施設：道の駅

千曲川フィールド
愛宕公園・千曲橋ゾーン
　拠点施設：愛宕公園

全域ネットワーク

水と暮らしのフィールド
八千穂駅前一帯～千曲川
右岸堤防ゾーン
　拠点：八千穂駅
　　　　むかしたんけん館

目 標
大石川フィールド作業部会 （主な検討事項）道の駅八千穂高原と連携した親水（遊水）施設等の検討

千曲川・水と暮らしのフィールド作業部会 （主な検討事項）八千穂駅周辺を中心とするエリアのデザイン（まちづくり）　　　　　　　　の検討

つながり・アクティビティ創出作業部会 （主な検討事項）道の駅を一つの拠点とした滞在時間の延長と消費機会の創出、　　　　　　　　町全体という視点から滞在プラン検討と事業者連携の促進

推
進
協
議
会

（計画書から抜粋）

ゾーン設定のイメージ図（計画書引用）
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ホームページは
こちら

１　
避
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・
避
難
経
路
の

　
　
確
認

　
佐
久
穂
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の
ホ
ー
ム
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ー
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な
ど
か
ら
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マ
ッ
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ザ
ー
ド
マ
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入
手

し
、
避
難
場
所
、
避
難
経
路
を
事
前
に
確

認
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ま
し
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う
。
ま
た
、
家
族
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々
の

場
所
に
い
る
と
き
に
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が
発
生
し
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場
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、
お
互
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安
否
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き
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よ
う
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集
合
場
所
や
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否
確
認
の
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事
前
に

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

２　
食
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出
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ラ
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需
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に
詰
め
、
す
ぐ
に
持
ち
出
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き
ま
し
ょ
う
。

　
大
地
震
や
豪
雨
な
ど
の
自
然
災
害
は
、

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

災
害
に
よ
る
被
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は
、
私
達
の
日
頃
の
備

え
に
よ
っ
て
減
ら
す
こ
と
が
可
能
で
す
。

「
自
分
に
で
き
る
こ
と
」
「
家
族
で
で
き

る
こ
と
」
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
災
害
に

備
え
ま
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、
家
庭
で
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
主
な
災
害
対
策
に
つ
い
て
お
伝
え
し

ま
す
。

●
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
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覚
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発
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な
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音
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１
１
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、
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操
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く
１
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す
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で
き
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す
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音
声
通
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は
な
く
、
文
字
の
や
り
取
り

で
、
状
況
を
伝
え
ら
れ
ま
す
。

●
対
象
者
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①
及
び
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満
た
す
方

①
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ま
た
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し
て
い
る
方
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声
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し
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低
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に
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り
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と
が
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な
方

●
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方
法
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で
す
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な
お
、
来
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が
困
難
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、
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の
お
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合
わ
せ
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で
ご
連
絡
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だ
さ
い
。

●
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い
合
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Ｌ
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６
７
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‐
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１
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９
（
代
表
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
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０
２
６
７
‐
６
２
‐
７
７
４
５

災
害
へ
の
備
え

〜
家
庭
で
で
き
る
こ
と
〜

災
害
へ
の
備
え

〜
家
庭
で
で
き
る
こ
と
〜

こちら
北部消防署

です!

こちら
北部消防署

です!

北部消防署
0267-82-0119

聴
覚
や
発
話
に
障
が
い
が
あ
る
方
の
た
め
の

Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
ネ
ッ
ト
）
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
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ム
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パーテーションセット 段ボールベッド 敷マット

毛布
エマージェンシーテント

（多目的） 設置完了

ダンボール組立トイレ

　町では、大規模災害に備えて、町民全体の５％（約500人）に相当する人数分で、一人あたり３日
分の食料や飲料水、毛布、簡易トイレなどの生活必需品を計画的に備蓄しています。これにより、避
難所などでの初動対応を支える体制を整えています。しかし備蓄には限りがあります。「自分の命は
自分で守る」という意識を持ち、町民の皆さまにも、最低３日分の家庭用備蓄（人数分）や、非常時
用持ち出しバッグの準備をお願いします。

令和７年４月１日現在

町が備える災害対策

問合せ：総務課　防災係　☎0267-86-2525

備蓄物品
飲料水袋（10Ｌ）
飲料水（1.5Ｌ）
アルファ米（白米）
アルファ米（五目ごはん）
ビスケット
カレー
レトルトパン
栄養補助食品
粉ミルク
粉ミルク（アレルギー対応）
使い捨てほ乳瓶
生理用品
おしりふき
おむつ（新生児用）
おむつ（Ｓサイズ）
おむつ（Ｍサイズ）
おむつ（Ｌサイズ）

在庫数
500袋

4,000本
1,500食
1,450食
300食
420食

1,200食
360食
8缶
8缶
95個
860枚
20パック

216枚
336枚
256枚
216枚

備蓄物品
ベビーベッド
難燃毛布
毛布
不織布毛布
トイレットペーパー（250ｍ）
避難所用トイレセット
携帯トイレＡ
携帯トイレＢ
段ボール組立トイレ
災害用排便処理袋セット
マンホールトイレセット
パーテーション2m×2ｍ
パーテーション用屋根
エマージェンシーテント（多目的）
避難所用目隠しテント
敷マット
段ボールベッド

在庫数
3個

262枚
460枚
284枚
96個
7基

700回
11,600回
105個
200枚
5セット

486基
450個
109個
6基

980個
149個

備蓄物品
発電機
発電機用ガソリン携行缶
避難所ボード（6畳4部屋）
LEDスタンドライト
コードリール
蓄電池
ブルーシート（＃3000他）
土のう袋
不織布マスク
フェイスシールド
感染対策ガウン
感染対策キャップ（帽子）
ニトリルゴム手袋　Sサイズ
カセットガス
カセットコンロ
カセットガスストーブ
電気ポット

在庫数
8台
10個
5基
14基
15基
1基

460枚
2,800枚
16,000枚
1,000枚
960着

1,050個
600個
120本
10台
5台
10台
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皆さんは最近、次のようなことで悩んでいませんか？

　「誰かに聴いてもらうだけでも、気持ちが楽になった」という経験は誰しもあると思います。
　「相談したいがどこに連絡したらよいかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、
下記の相談窓口にご相談ください。相談は無料でご利用いただけます。  

悩んだ時の相談窓口のご紹介
仕事がうまく
いかない

就学や学校生活
に悩んでいる

借金問題が
解決しない

つらいから
死にたい

人間関係で
トラブルを
抱えている

最近、
良く眠れない

令和７年８月１日現在
相談できる内容

心と体に関する一般健康相談
心と体に関する一般健康相談
心に関する医師による専門相談（予約制）

こころの健康に関する相談、発達障が
い、ひきこもり、依存症に関する相談
「消えてしまいたい」「家族や知人に死
にたいと訴える人がいる」「身内が自死
してつらくてどうしようもない」など
自死関連の相談

様々な心の悩み、自死問題

障がい者の保健・福祉、サービス利用
の援助、生活全般に関する相談支援
障がい・難病をお持ちの方や家族の相
談、障がい者虐待・成年後見制度に関
する相談、個々の障がいにあわせた就
職前後の相談・支援

生活・福祉に関する困りごと

生活保護に関する相談

◆こころや体の健康に関する相談◆

◆こころや自死に関する相談◆

 

  

◆障がい者等に関する相談窓口◆ 

◆生活・福祉に関する相談窓口◆

相談窓口

健康福祉課　保健係※
佐久保健福祉事務所
健康づくり支援課

長野県
精神保健福祉センター

こころの健康相談統一ダイヤル

長野いのちの電話

佐久広域連合
障害者相談支援センター

健康福祉課
福祉係・保健係※

佐久穂町社会福祉協議会
健康福祉課　福祉係・保健係※
健康福祉課　福祉係※

相談時間など

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
９：30～16：00
18：30～22：30

毎日11：00～22：00
毎日16：00～21：00
（毎月10日は８：00
～翌日８：00まで）

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

連絡先

0267-86-2528

0267-63-3164

026-266-0280

0570-064-556

026-223-4343

フリーダイヤル（無料）

0120-783-556

0267-63-5177

0267-86-2528

0267-86-4273
0267-86-2528
0267-86-2528
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佐久穂町自殺対策連絡会議
（事務局：健康福祉課）

相談できる内容

児童虐待・育児・非行・いじめなど子
ども（18歳未満）に関する様々な相談

子ども（18歳未満）の抱える悩み、
保護者の子育て等に関する悩みなどの、
子どもに関する相談全般

いじめ・不登校など学校教育問題全般
の相談
いじめや不登校など学校生活に関する
相談

多重債務・債務整理等、各種法律相談
・情報提供

情報提供・多重債務・離婚等各種法律
相談（刑事事件を除く）

商品・サービス・消費者金融などの消
費生活に関する相談

様々な人権に関する相談
日常生活の中で受けた人権侵害に関する相談

性犯罪の被害者・家族・友人などから
の相談
女性の悩み事・困りごと、配偶者から
のDVの相談

高齢者・介護者の相談、介護保険など
のサービスの利用相談、権利擁護、成
年後見制度、高齢者虐待に関する相談

農業者・新規就農希望者に関する相談

◆子どもや青少年に関する相談窓口◆ 

◆経営や倒産に関する相談窓口◆ 

◆法的トラブルに関する相談窓口◆ 

◆消費生活に関する相談窓口◆
 

◆人権に関する相談窓口◆

◆女性のための相談窓口◆

◆高齢者の相談窓口◆ 

◆農業に関する相談窓口◆

相談窓口

こども課
子育て支援係・学校教育係※

佐久児童相談所

長野県子ども支援センター

こども課　学校教育係※

学校生活相談センター
（長野県教育委員会）

総務課　庶務係※

法テラス長野

総務課　庶務係※

長野県消費生活センター

住民税務課　人権政策係※
みんなの人権110番（法務局）

性犯罪被害ダイヤルサポート110
長野県警察本部

住民税務課　人権政策係※
健康福祉課　保健係※

健康福祉課　高齢者係※
健康福祉課

地域包括支援センター※

産業振興課　農政係※

相談時間など

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～土
（祝日・年末年始除く）
10：00～18：00

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

毎日24時間

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
９：00～17：00

月～金（祝日除く）
８：30～17：15
月～金（祝日除く）
８：30～17：00

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

毎日24時間

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

月～金（祝日除く）
８：30～17：15

連絡先

0267-86-4940
0267-86-2340
0267-67-3437
【子ども専用（無料）】
0800-800-8035
【大人専用】
026-225-9330
0267-86-4940
0267-86-2340

0120-0-78310

0267-86-2525

0570-078327

0267-86-2525

0263-40-3660

0267-86-2527
0570-003-110

0120-037-555

0267-86-2527
0267-86-2528

0267-86-2528

0267-86-1550

0267-88-2529

※は、佐久穂町役場です。

９月10日～16日は自殺予防週間です。
一人で悩みを抱え込まず、お気軽にご相談ください。

６
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７
月
上
旬
に
行
わ
れ
た
佐
久
穂
町

立
保
育
園
の
夏
祭
り
に
て
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
佐
久
穂
町
社
会

福
祉
協
議
会
で
高
齢
者
体
験
ブ
ー
ス

を
出
展
し
ま
し
た
。
町
内
の
障
害
者

福
祉
施
設
「
陽
だ
ま
り
の
家
」
で
制

作
し
て
い
た
だ
い
た
白
内
障
体
験
ゴ

ー
グ
ル
を
着
け
て
ゲ
ー
ム
に
参
加
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
『
見
え

に
く
さ
』
を
体
感
す
る
と
い
う
ユ
ニ

ー
ク
な
企
画
で
す
。
最
終
日
に
は
、

陽
だ
ま
り
の
家
の
利
用
者
さ
ん
に
も

お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
き
、
お
祭
り

を
楽
し
み
な
が
ら
の
活
動
と
な
り
ま

し
た
。

　

世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
の
ゴ
ー
グ
ル

　
で
「
見
え
に
く
さ
」
を
体
感

　

体
験
に
使
っ
た
ゴ
ー
グ
ル
は
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
手
作
り
し
て
い
た
だ
い

た
一
点
も
の
。
視
界
が
白
く
か
す
み
、

ゲ
ー
ム
の
目
標
物
の
位
置
が
は
っ
き

り
と
見
え
ま
せ
ん
。
ゴ
ー
グ
ル
を
つ

け
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、

「
見
え
な
い
ー
！
」

と
困
る
声
も
あ
れ
ば
、

「
ち
ょ
っ
と
は
見
え
る
よ
！
」

　

体
験
が
生
む
気
づ
き
と
思
い
や
り

　

あ
る
園
の
お
子
さ
ん
は
、
「
こ
の

前
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
目
の
手
術
を
し

た
ん
だ
け
ど
、
こ
ん
な
に
見
え
な
か

っ
た
ん
だ
ね
。
」
と
感
想
を
口
に
し

て
く
れ
ま
し
た
。
生
活
の
中
で
実
感

し
に
く
い
「
高
齢
者
の
見
え
に
く
さ
」

を
遊
び
を
通
し
て
体
験
す
る
こ
と
で
、

自
然
と
思
い
や
り
の
気
持
ち
が
芽
生

え
る
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

と
前
向
き
な
声
も
あ
り
、
反
応
は
さ

ま
ざ
ま
で
し
た
。
見
え
づ
ら
い
た
め

思
わ
ず
目
標
物
に
近
づ
い
て
し
ま
っ

た
り
、
ゴ
ー
グ
ル
を
付
け
た
ユ
ニ
ー

ク
な
姿
を
写
真
に
収
め
る
親
御
さ
ん

が
い
た
り
と
、
会
場
に
は
た
く
さ
ん

の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。

ちょっと知って幸せニュース 第35号
令和７年８月号

佐久穂町生活支援体制整備協議体　「ちょっと知って幸せプログラム」広報ページ

見えにくさってどんな感じ？　
～保育園夏祭りで高齢者体験ブースを出展～

８
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体
験
は
、
想
像
よ
り
も
深
く
心
に

　
残
る

　
こ
れ
か
ら
、
佐
久
穂
町
の
み
な
ら

ず
、
日
本
全
体
で
若
い
年
齢
の
人
口

が
減
少
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
が
多
く
な
る
地
域
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
支
え
あ
っ
て
生
活
し
て

い
く
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課

題
で
す
。

「
年
を
と
る
と
、
目
が
見
え
に
く
く

な
る
こ
と
が
あ
る
。
」

と
い
う
話
を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、

実
際
に
体
験
し
感
じ
る
こ
と
で
、
高

齢
者
へ
寄
せ
る
気
持
ち
も
変
わ
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
経
験
が
、

子
ど
も
た
ち
や
そ
の
ご
家
族
の
、
こ

れ
か
ら
の
人
と
の
関
わ
り
や
未
来
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く
れ
た

ら
う
れ
し
い
で
す
。

（
文
責

　
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
）

　６月28日（土）、茂来館小会議室で「グリーフケアを語る小さ
なつどい」が開かれました。参加者は４名。少人数だからこそ生ま
れるあたたかな空気の中、グリーフ（喪失による深い悲しみ）と向
き合う時間を共有しました。
　はじめに、グリーフケアアドバイザーの鷹野さんから、誰もが人
生の中で経験する「喪失」と感情との付き合い方について、専門的
な視点からアドバイスをいただきました。その後、簡単なワークを
取り入れた「悲嘆回復プログラム」を体験しました。
　大切な人との別れは、時間が経っても涙なしには語れないものです。それでも言葉にして分か
ち合うことの繰り返しが、心の癒しにつながります。今後もこうした小さな集いを通して、お互
いさまで支えあう関係を大切にしていきたいと思います。

小さなつどいが心をつなぐ
―グリーフケアを語る小さなつどい―

思いを気兼ねなくお話ししていただくために、写真やご意見の
掲載を控えました。ご了承ください。今後のつどいについては、
広報さくほでお知らせいたします。ご確認ください。

広報
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佐久穂町
保健推進員
だより

　保健推進員は、町が行う保健事業の円滑な推進と
保健福祉の向上を図り、併せて町民の健康管理や公
衆衛生に関する自覚を高めることを目的として設置
されています。令和7年度は、地域から選出され町
長から委嘱を受けた114名の保健推進員さんが活動
しています。
　健診などがスムーズに実施できるようにお手伝い
をしていただいたり、学習会で健康に関する学びを
深めたりしています。

　今回は、６月19日に行われた第１回健康学習会
の様子を紹介します。

「やさしいセルフケア」
 講師：NPO法人ウィズハートさくワークポート野岸の丘所長
 　　　新津 薫 氏（ヨガインストラクター・精神保健福祉士）

町の保健推進員さんの
活動を紹介します

学習会テーマ

呼吸の整え方や、簡単
なヨガ、足の裏をほぐ
すリフレクソロジーを
学びました。

学習会の内容

（当日の資料から一部抜粋）

広報
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感想
（一部抜粋）

ヨガの効果

　ヨガは、誰かと比べることなく、自分の今ある状態を見つめ、それに合わせてポーズを選び、自分の感
覚（今日はこうすると気持ちが良いなぁ、今日はきついから簡単なポーズにしよう等）を大切にします。
そして、今ある自分を労わります。今日の疲れは今日のうちに流し、質の良い睡眠をとり、また新しい明
日へ清々しく繋げていきます。

　学習会後のアンケートでは、ヨガを初めて体験したが、すっきりしたという意見が多く、満足感の高い
学習会となりました。

・セルフケアとして自分のケアをしていくことが大切だとわかりました。
・体がほぐれて気持ち良かったです。
・体がかたくて動きが悪いのですが、「自分中心」で自分の体に合ったヨガを楽しみ
　たいと思います。
・呼吸を整えるだけで体が軽くなった気がしました。
・「無理のない程度で、やりたい時に」という言葉が印象的でした。
・70代の体にも優しく無理なくできました。姿勢が良くなり腰痛・肩痛に良いこと、
　眠りの質もよくなることが分かった。
・体がほぐれて、心もすっきりしました。楽しく自分を大切にしてあげようと思いま
　した。

学習会を受けての感想

　新津先生のやさしい口調に癒されながら、「自分軸」を大切にする重要性を学ぶことができ、みんなで
体を動かしてリフレッシュできた学習会でした。呼吸に意識を向けて、自分のペースで体を動かし、自分
自身のケアを大切にしていきたいですね。

脳のリラックス

デトックス

健康な背骨

自律神経を整える

血流の改善

前向きな気持ち

リラクゼーション

10
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　令和６年度に佐久穂町から出されたごみの量はおよ
そ1,968トン。そのうち可燃ごみの量はおよそ1,577
トン（全体の約80％）です。可燃ごみの中で多くを
占めるのが生ごみです。生ごみはおよそ80％が水分
と言われています。この水分を蒸発させるために高い
費用をかけて処理をしていることになります。
　生ごみの減量は、可燃ごみの量が減るとともに水分
含有量が少なくなり、ごみ処理の費用が少なくなるこ
とにつながります。生ごみの減量・再資源化にご協力
ください。

　生ごみを堆肥化することで、家庭から出る可燃ごみを減らすことができます。町では、生ごみ
処理機・コンポストを購入された方を対象に補助金を交付しています。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、住民税務課生活環境係にお問い合わせください。

※ディスポーザー：キッチンのシンク下に設置し、生ごみを粉砕して排水と一緒に下水道に流すための家電製品

町ホームページ補助金案内の　 
ＱＲコードはこちら⇒

問合せ：住民税務課　生活環境係　☎0267-86-2552

家庭でできる
可燃ごみの
ダイエット

生ごみ処理機・コンポストの導入で生ごみを減量

補助対象品目

電動（手動）生ごみ処理機
※ディスポーザーは対象外

コンポスト

補助率

購入費用の1/2

購入費用の1/2

補助額
（100円未満切り捨て）

上限　40,000円以内

上限　5,000円以内
（１台あたり）

補助台数

１世帯 １台

１世帯 2台まで

①可燃ごみからリサイクルへ
　リサイクルできる紙類を可燃ごみにしていませんか？
リサイクルへ資源として活用することで可燃ごみが減り、
ごみ袋代の節約にもつながります。
■リサイクルできる紙類の例
　家庭ごみの分け方・出し方ポスターをご確認ください。

②水分カットで減量
　　　　生ごみの水切りを
　シンク内の三角コーナーなどに
入れた生ごみは、水分を多く含ん
でいます。
　捨てる前にギュッ
とひとしぼりして、
水分を落とし生ごみ
の水分をカットする
ことは、可燃ごみ減
量への近道です。

ほかにも家庭でできる可燃ごみの減量化

長野県食品ロス削減ポータルサイト　 
ＱＲコードはこちら⇒

③もったいないの意識で食品ロスを減らそう
　　　　～食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」～
　食材を買い過ぎたり、在庫があるのを忘れて同じ食材を買ってしまったりする
ことは、使い切れずに食材を腐らせてしまう原因にもなります。買い物の前には
食品の在庫を確認し、必要なものを買うようにし、買ったものは使い切る・食べ
切るようにしましょう。

紙箱・台紙類
紙袋・封筒類
包装紙

その他細かな紙

食品・医薬品等の紙箱、ラップの芯 など

デパートの紙の手提げ袋、書店の紙袋 など

贈答品などの包装紙 など

メモ用紙、ハガキ、名札 など

12
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コンビニで取得
できる証明書
住民票
戸籍謄抄本
戸籍の附票
印鑑登録証明書

役場窓口交付

300円
450円
300円
300円

コンビニ交付

200円
350円
200円
200円

コンビニ交付の証明書発行手数料が変更になります！
■問合せ　住民税務課　住民係　☎0267-86-2527

※次の証明書はコンビニ交付の対象外です。
　・マイナンバー等の入った住民票
　・住民票や戸籍附票の除票
　・除籍や改製原戸籍の謄抄本
※戸籍証明書は本籍地が佐久穂町の場合に限ります。

　佐久穂町では令和７年９月１日からコンビニ交付
による証明書の発行手数料が役場窓口で交付する場
合よりも100円安くなります。

　コンビニ交付とは、全国のコンビニエンスストア
等のマルチコピー機から証明書を取得できるサービ
スです。証明書を取得する場合は、マイナンバーカ
ードと利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４
桁）が必要です。電子証明書をスマホに搭載してい
る場合はマイナンバーカードが不要です。対象とな
る証明書は毎日６：30～23：00まで取得できます。

　利用できる店舗情報、メンテナンス情報、マルチ
コピー機の操作方法についてはコンビニ交付ホーム
ページをご覧ください。
　https://www.lg-waps.go.jp/

未就園児交流会・園庭開放について
■問合せ　こども課　保育園係　☎0267-86-2340

☆未就園児交流会
　９月の活動内容
　＊２日（火）八千穂保育園（粘土遊び）
　＊４日（木）海瀬保育園（リズム遊び）
　＊５日（金）栄保育園（新聞遊び）
■時　間　９：30～11：30
■対　象　未就園児とその保護者　
■持ち物　上履き　帽子　水筒　
　　　　　着替え（必要に応じて）

☆事前予約制です。中止の連絡は当日朝９時までに
　公式ＬＩＮＥにてお知らせします。

■予約方法について
・佐久穂町公式ＬＩＮＥで「メニュー」の「予約」
　を選択し、案内に従って入力してください。
・予約日は公式ＬＩＮＥでお知らせします。

☆園庭開放
　～園庭で自由に遊べます～
　＊９月６日（土）
　＊９月20日（土） 
■時　間　９：30～11：30
■場　所　海瀬保育園　園庭
■対　象　未就園児とその保護者　
※園庭開放の時間内に『子育て相談』を行っていま
　す。事前予約制となりますので、ご希望の方は、
　海瀬保育園（℡86-2187）へご連絡ください。

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

information

2026年度版 長野県民手帳
の予約を受け付けます

10月中旬から一般発売となる長野県民手帳の事前予約を受け
付けます。ご希望の方は、申込みフォーム（以下QRコード）
又は総合政策課（86-2553）までお問い合わせください。

手帳のデザインや注意点等詳細は申込みフォームを
ご確認ください。

期限：９月10日（水）

マイナンバーカード

広報
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『さくほっこdeヨガ』
■日　時　９月８日(月)
　　　　　乳児の部　10：00～10：45
　　　　　　　　　　（妊婦～産後１年頃）
　　　　　幼児の部　11：00～11：45
　　　　　　　　　　（産後１年以上）
■場　所　こどもセンターさくほっこ　ホール３
■持ち物　水分、タオル、ヨガマット（持っている方）
　乳児のお子さんはスタッフが見守ります（各家庭
お子さん１名まで）。幼児は親子のふれあいを取り
入れながら行います。
　妊娠中の方は、妊娠16週目以降で主治医の許可が
ある方のみご参加頂けます。

『製作期間　お弁当を作ろう』
■期　間　９月16日（火）～26日（金）
　予約は不要です。平日の都合の良い時間にお越し
いただき、スタッフまでお声がけください。
　完成した作品を来年度のカレンダーにできます。
　行事のある日は、終わり次第のご案内となります。

こどもセンターさくほっこからのお知らせ
■問合せ　佐久穂町こどもセンター　☎0267-86-2123

　さくほっこの行事は、全て予約制で実施しています。
■定　員　各６～８組程度
■対象者　佐久穂町在住の就園前のお子さんと保護
　　　　　者の方（通園している方で参加希望の方
　　　　　はご相談ください。）
【プレイルームの利用について】
　５月から佐久穂町、小海町以外の方も利用できる
ようになりました。佐久穂町、小海町以外の方のみ
予約制となりますので、事前にこどもセンターまで
連絡をお願いいたします。
　ご利用可能時間は、平日の９時～12時です。こど
もセンターの行事のある日、土曜日、日曜日、祝日、
小学校休校日・長期休みはご利用できません。

『子育てママとわかものしごと相談』
■日　時　９月16日（火）
　　　　　個別相談　10：30～12：00
■場　所　こどもセンターさくほっこ　和室
　女性就業支援員が相談に応じます。お子様連れで
参加できます。お気軽にお申込みください。
　わかものしごと相談は30歳未満対象です。

『よみきかせ＆おたんじょう会』
■日　時　９月18日（木）
　　　　　10：15～　図書館司書さんによる
　　　　　　　　　　読み聞かせとお誕生会
　　　　　10：45～　お誕生カード作り
　　　　　　　　　　　（誕生児のみ）
■場　所　こどもセンターさくほっこ　ホール１
　今年度より時間が変更になりました。お間違えの
ないようご確認ください。
　お誕生児で予約できなかった場合にはこどもセン
ターまでご連絡ください。お誕生児以外も参加でき
ます。みんなでお祝いしましょう。
　お誕生カードは、お誕生月中いつでも作成できま
すので、お申し出ください。（カードは親子での記
念写真と、手型や足型のアートを予定しています。）

行事の詳細

information

■行事予約方法について
◎９月分の予約受付開始時間
　８月25日（月）９：00～
◎佐久穂町公式ＬＩＮＥからお申込みください。
◎予約開始日は、毎回前月25日９時からです。
◎定員に達し次第、キャンセル待ちをこどもセンタ
　ー窓口または電話で受付けます。
◎ご不明な点は、お問い合せください。
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　“生活をちょっと豊かにする手しごと”をテーマに、
地域おこし協力隊が講座を行います。おしゃべりも
大歓迎、ワイワイ、時には黙々と。皆で楽しいひと
時をご一緒しませんか？
　９月は、ダーニングを行います。衣替えや、普段
使いで穴があいてしまった靴下や衣類など、お持ち
いただければと思います。

■開催日　９月10日（水）　
■時　間　13：00～14：30
■対　象　佐久穂町在住の方
■内　容　ダーニング
■定　員　10名
■費　用　無料
■持ち物　小さな穴のあいた服衣類（穴の大きさに
　　　　　よっては当日に終わらない可能性があり
　　　　　ます。）

陽だまりの家地域活動支援センターからのお知らせ
■問合せ　陽だまりの家地域活動支援センター　☎0267-77-7287

■地域活動支援センターとは？
　障がいのある方や、障がいはないけれど悩みや生
活の困難さを抱えた方の社会参加の第一歩として、
地域の交流や創作活動の機会の提供をしている場所
です。

　ピアの会とは、メンタル面の不調や同じ病気、症
状、同じ薬を服用しているなど、似たような困りご
とを経験している方が集まる当事者の会です。何気
ない会話の中に、当事者だからこそ気づける困りご
とがあり、相談や情報交換をする事ができます。研
修を修了したピアサポーターを中心に会の運営を行
っており、ゆったりとした雰囲気の中で、会話や季
節の行事を楽しんでいます。地域活動支援センター
では毎月ピアの会を開催しています。
お気軽にお問合せください。

■開催日　９月８日（月）・29日（月）　
　　　　　＊毎月２回開催
■時　間　13：00～14：30
■対　象　佐久穂町在住でメンタル面の不調をお持
　　　　　ちの方又はそのご家族
■内　容　運動、フリートーク、困りごと相談など
■費　用　無料

生活をちょっと豊かにする手しごとタイム
with 地域おこし協力隊 ピアの会開催について

information

■各行事の問合わせについて
　陽だまりの家　地域活動支援センター　　
■電話　0267-77-7287
■住所　佐久穂町畑143-２　
　　　　（八千穂福祉センター向い）

雁明ニュータウンで広がる暮らし

●最大300万円の補助金制度あり
●佐久穂ICまで車で５分。アクセスも良好です。
●近隣のスーパーやホームセンターまで車で10分以内の　
　暮らしやすい環境です。

～新しい生活の拠点に雁明ニュータウンはいかがですか？～～新しい生活の拠点に雁明ニュータウンはいかがですか？～

詳しくはホーム
ページをご覧く
ださい。

残りわずか

8区画
















